
福祉用具貸与・販売の流れ
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計画書作成 説明と同意情報集約と課題の整理
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福祉用具専門相談員（福祉用具貸与・販売事業所）が関与

【福祉用具サービス計画に記載すべき事項】
利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏ま
えた
・ 利用目標
・ 利用目標を達成するための具体的なサービス内容
・ 福祉用具の機種と当該機種を選定した理由
・ 関係者間で共有すべき情報
（福祉用具使用時の注意事項等） 等

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売につい

ては、要介護者等の自立の促進及び介助者の

負担の軽減を図り、利用者の状態に応じた福祉

用具の選定を行うため、福祉用具貸与事業者及

び特定福祉用具販売事業者は、利用者ごとに個

別サービス計画（福祉用具サービス計画）を作

成することとしている。

※特定福祉用具販売については、モニタリングの義務付けはない。


